
飛騨市親子プロ野球観戦ツアー催行業務委託 仕様書 

 

１ 事業名 

親子プロ野球観戦ツアー催行業務委託 

 

２ 業務委託期間 

 契約締結の日から令和８年９月１日（火） 

 

３ ツアー開催日 

 令和８年８月６日（木）  

 

４ 事業目的 

  市内の子ども達がプロスポーツに触れること（観戦する・指導受けるなど）が非常に少ない

ことから、親子で参加できるツアーを企画することで、子ども達が将来プロのスポーツ選手を

目指すきっかけや、プロスポーツに関わる仕事に就くなどの選択肢を増やし、大きな夢の種を

蒔く。 

 

５ 業務内容 

(1) 関係法令（旅行業法・道路運送法等）を遵守した募集型企画旅行の企画・実施 

  ・飛騨市が呈示した視察先等を募集型企画旅行商品として企画・実施する。 

  ・企画・実施に関し関係法令等を遵守すること。 

 (2) ツアー内容 

  ・市内在住の親子を対象にしたプロ野球観戦ツアーを実施する。 

  ・プロ野球チームは「中日ドラゴンズ」、球場は「バンテリンドーム」とする。 

   対戦相手は、東京ヤクルトスワローズ 平日ナイターゲーム（18:00～）とする。 

  ・チケットは内野ＳＳとし、全席を市が確保する。 

   なお、参加者は６０組とし、１２０名の想定とする。 

  ・バスは大型バスとし、３台とする。 

  ・中日ドラゴンズとの連携により、可能であればドーム見学などの特別企画を実施する。 

  ・出発地は神岡振興事務所とし、飛騨市役所を経由し、目的地に向かう。 

 (3) チラシ作成 

・作成部数：表面カラー裏面白黒 １，５００部 

  ・配布期日：令和８年６月１９日（金）まで 

        ※市内の小中学校を通じて全校生徒に配布（配布は市が行う） 

(4) 申込み・受付業務 

 ・申込期間は、チラシ配布日以降で調整する。 

 ・参加申込は、市が WEB受付で行うものとし、取りまとめて受託者に提供する。 

 ・参加申込が予定の人数を超過した場合は、抽選とし、受託者が参加申込者へ結果を通知

する。 

 (5) 旅行業法に定める特別補償規定に加え入院費用等の傷害保険の担保 



・旅行業法に定める特別補償規定に加え入院費用等の傷害保険を担保していること。 

・事故が生じた場合は速やかに対応すること。 

(6) バス手配 

 ・大型３台を手配する。ただし、参加者数に応じて台数を調整すること。 

 ・観光バス仕様とする。 

 ・拘束時間が１３時間を超えることを想定し、原則１台に付き運転手２名を確保すること。 

（乗務員が中継地で途中交代する場合で労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の

改善のための基準」（改善基準告示）に定められた拘束時間・運行時間を超えない場

合にあってはこの限りではない。） 

(7) 行程 

 ・食事時間確保のため、試合開始１時間半前に球場に到着する。 

 ・食事は参加者負担とし手配しない（３時間内で各自対応）。 

 ・試合時間は３時間を想定しているが、９回裏までを観戦し退場する。 

 ・帰路のバスの出発時刻は３時間を経過した時点から３０分の余裕をみること。 

(8) 参加費の徴収 

  ・親（保護者）は 8,000 円、子は 200 円を参加者から徴収すること。 

 (9) 随行者 

 ・行程の管理のため、１名の添乗員（旅程管理資格者）を確保すること。 

 ・市職員は２名程度バスに随行する。 

 ・添乗員及び市職員３名の観戦チケット代は、おとな分に含まれているものであること。 

 ・添乗員及び運転手の昼夕食は経費に含めること。 

 

６ 業務の一括再委託の禁止 

  受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせることはできな

い。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、市と協議のうえ、業務

の一部を委託することができる。 

 

７ 報告等 

  受託者は、市の求めに応じ、事業進捗状況を報告するものとする。 

 

８ その他 

  本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が発生した場合は、市及び受託者の協議により

業務を進めるものとする。 

 

 


